
 

 
 

 

JAL x 東京モノレール共同企画 

「モノレールでタッチ！ＪＡＬのマイルたまるキャンペーン2015」実施 
 

2015年2月23日 

日 本 航 空 株 式 会 社 

東京モノレール株式会社 
 

 日本航空株式会社(以下「JAL」)と東京モノレール株式会社(以下「東京モノレール」)は、2015年4

月1日（水）より、「モノレールでタッチ！JALのマイルたまるキャンペーン2015」を実施します。このコ

ラボレーション企画は2014年度に引き続き3回目となりますが、お客さまから大変ご好評をいただい

ており、2015年度も実施します。 

 

「モノレールでタッチ！JALのマイルたまるキャンペーン2015」は、JALマイレージバンク(以下

「JMB」)会員を対象とする企画です。キャンペーン期間中、東京モノレールの対象区間を交通系IC

カードで自動改札を通ってご乗降いただき、降車駅で改札の外に設置してあるキャンペーン専用端

末に、ご利用の交通系ICカードをタッチいただくことで、もれなくJALのマイルをプレゼントします。 

 

 今後も、JALと東京モノレールはお客さまにご満足いただけるようなさまざまなコラボレーション企

画にチャレンジしてまいりますので、ぜひご期待ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ポスタービジュアルは変更になる場合があります。 



 

 

 「モノレールでタッチ！JALのマイルたまるキャンペーン2015」概要  

1. 期間 
 2015年4月1日(水) ～ 9月30日(水) (東京モノレール乗車日) 
 
2. 対象者（キャンペーン参加条件、以下の①②を両方満たす方が対象です） 
① JMB会員 

   事前に、JMB会員登録の手続きが必要となります。 
② モノレール浜松町⇔羽田空港の3駅（国際線ビル駅・第1ビル駅・第2ビル駅）間を通しでご乗車、

かつ自動改札を交通系ICカードでご利用のお客さま 
 

3. 内容 
 【参加方法】  
① モノレール浜松町⇔羽田空港3駅いずれかの駅間を交通系ICカードで利用。 
② 降車後、当日中に、駅に設置しているキャンペーン専用端末に交通系ICカードをタッチ。 
③ キャンペーン参加が初となる交通系ICカードで専用端末にタッチした時は、続けて、JAL IC機能

付きJMBカードやJALカードをタッチ。（これが完了すると、初回登録となります） 
※ 2回目以降は、対象区間ご利用後、交通系ICカードを専用端末にタッチするだけになります。 

  
 【積算マイル】 

対象区間片道1乗車あたり、以下のマイルを積算します。 
■平日         ･･･ 20マイル 
■土曜･日曜・祝日 ･･･ 30マイル 

1日あたりの積算上限は4件（平日80マイル、土曜・日曜・祝日120マイル）までとさせていただきます。 
 

 【注意事項】  
  22001155年年33月月末末ままでで実実施施中中のの本本キキャャンンペペーーンンににごご参参加加ののおお客客ささままのの登登録録情情報報はは引引きき継継ががれれまますす。。    

①1枚の交通系ICカードに登録できるJMBお得意様番号は1つとなります。 

②紙のきっぷや、定期券、小児運賃、および各種割引運賃でご乗車された場合は対象外となります。また、途

中駅での乗降も対象外となります。 

③キャンペーン参加登録時のご乗車分よりマイル積算の対象とします。また、キャンペーン専用端末にタッチ

していないご乗車分は、マイル積算の対象外となります。 

④交通系ICカードのチャージ残額をご確認の上、自動改札機をご利用ください。（係員窓口で精算をした場合

は、専用端末での対象乗車履歴として判定ができません） 

 
※東京モノレール線でご利用いただける交通系ICカードについては、東京モノレールHPをご覧ください。 

http://www.tokyo-monorail.co.jp/tickets/ic_card.html 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. マイル積算 

ご利用日の翌月末に積算されます。 
 
詳細は以下のJALホームページ内のキャンペーンページをご覧ください。 

キャンペーンページURL  http://www.jal.co.jp/jmb/tm/                    以上 
 

※「Kitaca」は JR 北海道の登録商標です。「PASMO」は（株）パスモの登録商標です。「Suica」は JR 東日本の登録商標です。 
「manaca」は（株）名古屋交通開発機構及び（株）エムアイシーの登録商標です。「TOICA」は JR 東海の登録商標です。 
「PiTaPa」は（株）スルッと KANSAI の登録商標です。「ICOCA」は JR 西日本の登録商標です。                                                  
「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。「nimoca」は西日本鉄道（株）の登録商標です。「SUGOCA」は JR 九州の登録商標です。 

☆交通系ICカードは自動改札機に 

しっかりタッチしてお通りください。 

JR 東日本 Suica利用承認第 42号（株式会社ジェイアール東日本企画 許諾）／株式会社パスモ 商標利用許諾済第 23号／JR 北海道 Kitaca利用承認第 5号／JR 東海 TOICA利用承認第 2号／

manaca 利用許諾済／ICOCA 利用許諾済／株式会社スルッと KANSAI 商標使用許諾済／JR九州 SUGOCA 利用承認第 3号／株式会社ニモカ nimoca利用承認第 1号／はやかけん 利用許諾済 

※この許諾や記載の商標は、IC カード発行事業者が本商品、サービスの内容・品質を保証するものではありません。※本サービスで使用する端末からは、個人を特定できる情報は取得致しません。※本サービスで

使用する端末では、IC カードへのデータ書き込みは一切行いません。※本サービスで使用する端末にタッチしても IC カードの残高は一切引き落とされません。※IC カードの更新または IC カード発行事業者の都合に

より、予告なく IC カードが交換されることがあります。この場合、本商品・サービスを継続して利用することはできません。その際の継続方法についてはサービス提供者にお問い合わせ下さい。 

http://www.tokyo-monorail.co.jp/tickets/ic_card.html
http://www.jal.co.jp/jmb/tm/

